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◎施策の基本情報
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施策の目指す姿

R03

現状と課題

88.50

85.80

障がい者と健常者が社会参加等を
通じ積極的に交流できる、ノーマ
ライゼーションが推進され、障が
い者が安心して自立した生活を送
る環境になっているかを示す指標

自立した生活を送るため、障がい
者の個々に応じた必要な障がい福
祉サービスを必要な時に受けられ
る環境になっているかを示す指標

出典：市民アンケート
問：あなたは、障がいへの理解が進み
、障がい者が職場や地域において社会
参加しやすくなっていると思いますか
答：(1)そう思う(2)どちらかというと
そう思う(3)どちらかというとそう思
わない(4)そう思わない(5)どちらとも
いえない【(1)(2)と答えた市民の割合
】
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出典：障がい福祉サービス利用ア
ンケート
問：いま利用されている障がい福
祉サービスに満足していますか
答：(1)満足している(2)ある程度
満足している(3)やや不満である(
4)不満である【(1)(2)と答えた障
がい者の割合】

施策主管課 課長名

施策No 施策名 関係課名

◎前年度の評価の振り返り

前年度評価時の今後の方向性

反映状況

１ 施策の目指す姿の実現に向けた主な取組

２ 成果指標

0205 福祉の充実 障がい福祉課 菊池 司

慣れ親しんだ地域で、共に支え合い、安心していきいきと暮らしています

03 障がい者福祉の充実 国保医療課

障がい者が自立した生活を送っています

【現状】
・障がいへの理解が進んでいると思う市民の割合が約3割（市民アンケート）となっています。
・障がいのある人の相当数は、住み慣れた地域で生活を送るうえで、自身の重度化・高齢化や家族の健康状態、家族等の支援が受けられなく
なった場合の生活の場、十分な収入が得られるかどうかなどの不安を感じています。

【課題】
・障がいに対する知識の普及啓発や理解の促進、障がいのある人への地域での支援体制の構築が必要です。
・障がいのある人が住み慣れた地域で安心して生活できるよう、必要に応じた相談支援や十分な障がい福祉サービスを受けられ、家族等の支
援が受けられなくなった場合を見据えた居住支援、就労に向けた支援が求められています。

・地域生活支援拠点等の整備については令和3年度に体制を整えたことから、今後は、相談支援事業所など関係機関と連携を図り、緊急時の
受け入れ・対応が必要となる対象者の把握と登録を進め、緊急通報装置の設置も進めながら、緊急時の受け入れ・対応機能を確立させていく
こととする。
・相談支援体制の中核となる基幹相談支援センターの人的体制を強化し、相談支援事業所など関係機関との連携をさらに推進していく。
・より多くの市民に福祉ボランティアに関心を持ってもらえるよう、各種養成講座の周知方法に工夫を取り入れるとともに、手話奉仕員養成
講座については、令和3年度に取り入れた2年間の開催方法を検証し、より受講しやすい講座となるよう検討していくこととする。

・地域生活支援拠点等の機能のうち、令和3年度に体制を構築した緊急時の受け入れ・対応について、相談支援事業所など関係機関と連携しながら対象者の把握
と登録に加え緊急通報装置の設置を進め、機能を確立させることができたことから、引き続き、対象者の把握に努めていくこととする。
・相談支援体制の中核となる基幹相談支援センターの人的体制の強化として法人業務委託相談支援専門員を1名増員し2名としたことにより、相談支援事業所など
関係機関との連携がより推進され相談支援の充実につながった。
・福祉ボランティア養成について、周知方法については、これまでどおり広報はなまきや市ホームページ、受託者の社会福祉協議会によるチラシやホームページ
による周知に努めたところ、コロナ禍の中で受講渋りが懸念されたが、前年度より多い受講者となった。また、手話奉仕員養成講座の期間を令和3年度より1年か
ら2年に変更したところ受講者の負担の軽減が図られ、50回と多いカリキュラムにおいて申込者全員が修了することができたことから、受講しやすくなったもの
と捉えている。

(1)障がい福祉サービスの充実
・障がい福祉制度の情報提供 しおりの発行等
・障がい福祉サービスの提供 自立支援給付、障がい児通所等給付等
・障がい者の生活支援サービスの提供 日常生活用具給付、訪問入浴サービス、移動支援、日中一時支援等
・障がい福祉サービス提供施設の整備促進 障がい児・者支援施設整備事業補助
(2)障がい者の自立した生活の支援
・相談体制の充実 基幹相談支援センターの運営等
・障がい者の将来の居住の場（グループホームや短期入所など）のニーズ調査の実施 障がい福祉サービス利用アンケートの実施
・障がい者の重度化・高齢化、家族等の支援が受けられなくなった場合を見据えたグループホームの入居体験の場、緊急時の受入、相談対応の体制整備
（地域生活支援拠点等）の推進 地域生活支援拠点等の運営、相談支援業務委託等
・医療やリハビリテーションの充実のための医療機関との連携 ケース会議の開催
・障がい者の就労支援、障がい者雇用の推進 就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、職親委託
・医療費給付、手当支給など経済的負担の軽減 重度心身障がい者医療費助成、特別障がい者手当支給等
(3)ノーマライゼーションの推進
・障がい者の社会参加の促進 障がい者作品展示の開催
・市民への障がいに対する知識の普及啓発、理解の促進 広報による啓発
・手話、要約筆記、点訳、朗読などの福祉ボランティア養成、活動の周知 手話通訳・要約筆記・点訳ボランティア養成、手話奉仕員養成

施策評価シート(令和4年度実績評価)



４ 施策を構成する事務事業の検証

①市民のニーズや市の関与の必要性が低下した事業、②投入コストの割に成果が低い事業、③施策への貢献度の低い事業はないか

施策の目標を達成するため、さらに成果の向上を図る事業はないか

・なし（現状の事務事業は、施策の目指す姿を実現するための取組として、不可欠な事務事業の構成である。）

・（障がい者地域生活支援拠点等整備事業）基幹相談支援センター及び障害者相談支援事業実施事業所における延べ相談件数については、新
型コロナウイルス感染症の影響により減少し目標値を下回ったが、相談の実人数については、前年度より増加している状況であり、基幹相談
支援センターにおいても、令和4年度から法人業務委託相談支援専門員を1名増員し2名としたことにより相談件数が増加し、相談支援の充実
につながっていることから、今後もこの相談体制を維持していく必要がある。

・（障がい者地域生活支援拠点等整備事業）新たな相談支援として医療的ケア児及びその家族に対する支援体制を構築する必要がある。

新たに取り組むべき事業はないか

５ 施策の総合的な評価

課題

今後の方向性

・障がい福祉サービス等の提供について、利用者のニーズに応えられるサービスの提供体制の確保をするために、利用者のニーズを的確に捉
え充実したサービスを提供していく必要がある。
・医学の進歩を背景として、医療的ケアを受けながら在宅において生活する医療的ケア児が増加している状況から、新たな相談支援として、
医療的ケア児とその家族に対する支援体制を構築し支援をしていく必要がある。

・障がい福祉サービス等の提供について、利用者のニーズとサービスの見込み量を的確に捉えるとともにサービスの提供体制を確保するため
、令和５年度に策定する令和６年度から令和８年度までを計画期間とする第７期障がい福祉計画並びに第３期障がい児福祉計画において障が
い福祉サービス等の提供の充実を図っていく計画を策定することとする。
・医療的ケア児とその家族に対する支援の充実を図るため、医療ケア児等コーディネーターを配置し、コーディネーターを中心に保健・医療
・福祉・保育・教育等の他分野に渡る支援体制を構築し、総合的・包括的な支援を提供していくこととする。

３ 成果指標の達成状況

達成度 達成状況に関する背景・要因

■成果指標「障がい福祉サービスに満足している障がい者の割合」・・・【達成度b】
・サービスに満足している障がい者の割合は、昨年度と比較して微増、目標値をわずかに下回っているものの、高水準を維持している。このことは、
サービス利用者のニーズがサービス利用計画に反映され、それに応えられるサービス提供体制がおおむね確保されていることであると考えられるが、
一方で満足していない利用者もいることについては、サービスの質なのか量なのかなどを引き続き分析し適切なサービスが提供できるよう努めていく
必要がある。
■成果指標「障がいへの理解が進んでいると思う市民の割合」・・・【達成度a】
・障がいへの理解が進んでいると思う人の割合は、平成29年度以降30％台半ばで推移しており、令和3年度に初めて40％台に達したが、令和4年度には3
6.7％と概ね目標どおりとなった。令和3年度に割合が上昇したことについては、令和3年に開催された東京パラリンピックや令和4年に開催された北京
冬季パラリンピックによる効果が考えられるが、令和3年度以降は、障がいへの理解が進んでいると思わない人の割合を上回っている状況が続いている
。このことは、広報などによる障がい者の活躍の様子や障がい者に対する差別解消や虐待防止の啓発が市民の方々に徐々に浸透してきた表れではない
かとも捉えていることから、継続した啓発が重要であると考えている。
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施策を構成する事務事業一覧

No

事務事業名

010

020

030

040

050

060

070

事業内容(活動実績) 成果

施策への貢献度

意図対象

直結度

担当課

基幹相談支援センターの運営、地域生活支援拠点等の運営
（基幹相談支援センター及び障害者相談支援事業実施事業所相談件数：9,004件）

相談支援、団体活動支援、障がい児・障がい者支援施設整備事業補助
（相談員配置：5人、相談員委嘱：26人、団体補助：2団体、施設整備事業補助：2事業所）

地域生活支援、補助・給付等
（ボランティア養成事業参加者：20人、手話通訳奉仕員養成講座修了者数：6人）

自立支援給付（介護給付・訓練等給付）、補装具給付、自立支援医療（更生医療・育成医療）給付等
（自立支援介護給付・訓練等給付決定者数：3,005人）

重度心身障がい者医療費助成
（重度心身障がい者医療費受給者証交付人数：1,992人）

障がい児利用施設の運営支援
（わかば病棟入所者数：57人、あすなろ療育園入所者数：150人、イーハトーブ養育センター給食提供人数：59人）

障がい児通所支援、障がい児相談支援
（放課後等デイサービス利用児童数（3月末）：137人、児童発達支援施設利用児童数（3月末）：29人）
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B

B

B

-

-

B

一致

一致

一致

一致

間接・
少数

間接・
少数

一致

直結

直結

直結

直結

直結

直結

直結

A

A

A

A

B

B

A

障がい者地域生活支援拠点等整備事業費

障がい者等相談支援事業費

障がい者地域生活支援事業費

障がい者自立支援事業費

重度心身障がい者医療費助成事業費

障がい児支援事業費

障がい児通所等給付事業費

障がい福祉

障がい福祉

障がい福祉

障がい福祉

国保医療

障がい福祉

障がい福祉


